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１．議事日程 

  （産業厚生常任委員会） 

                            令和６年 ９月１９日 

                            午前１０時００分 開会 

                            於   安芸高田市議場 

 １、開 会 

 ２、議 題 

  （１）議案審査【福祉保健部】 

     ①議案第61号 安芸高田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定 

      める条例の一部を改正する条例 

  （２）議案審査【建設部】 

     ①議案第62号 安芸高田市浄化槽整備施設管理条例の一部を改正する条例 

 

 ３、その他 

  （１）閉会中の継続調査について 

 

 ４、閉 会 

 

 

 

２．出席委員は次のとおりである。（８名） 

委員長   山 根 温 子      副委員長  新 田 和 明 

委員    小 松 かすみ      委員    石 飛 慶 久 

委員    山 本   優      委員    宍 戸 邦 夫 

委員    金 行 哲 昭      委員    児 玉 史 則 

 

 

 

３．欠席委員は次のとおりである。（なし） 

 

 

 

４．委員外議員（なし） 

 

 

 

５．安芸高田市議会委員会条例第２１条の規定により出席した者の職氏名（９名） 

  市 長  藤 本 悦 志  副 市 長  米 村 公 男 

  福 祉 保 健 部 長  井 上 和 志  建 設 部 長   河 野   恵 

  子育て支援課長  佐 藤 弘 美  下 水 道 課 長  佐々木   宏 

  子育て支援課保育係長  国 広 美佐枝  下水道課業務係長  田 中   要 
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  下水道課下水道係長  山 崎 勝 宏   

 

 

 

６．職務のため出席した事務局の職氏名（３名） 

  事 務 局 次 長  藤 井 伸 樹  総 務 係 長  日 野 貴 恵 

  主 事  寶 村   崚 
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   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前 １０時００分 開会 

○山根委員長  ただいまの出席委員は8名です。定足数に達しておりますので、これ

より第14回産業厚生常任委員会を開会いたします。 

 本日の議題は、お手元にお配りしております会議日程のとおり、9月6

日の本会議において付託のあった2件の議案審査を行います。 

 議事に先立ち、藤本市長から挨拶を受けます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  皆さんおはようございます。産業厚生常任委員会の開会に当たり一

言御挨拶を申し上げます。 

 本日は御多用の中、当委員会に御出席誠にありがとうございます。 

 本日は本定例会に上程し本会議において付託となりました2議案につ

いて、御審議いただきます。最後までどうかよろしくお願いいたします。 

 詳細については、担当のほうから御説明をさせていただきます。よろ

しくお願いします。 

○山根委員長  それでは議事に入ります。これより福祉保健部に係る議案審査を行

います。 

 議案第61号、安芸高田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 佐藤子育て支援課長。 

○佐藤子育て支援課長  おはようございます。 

 それでは、説明に入らせていただきます。 

 本案は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する

内閣府令により所要の改正が行われたため、この改正に伴う関係条例の

整備を行うものです。 

 説明資料の1ページをお開きください。 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等は、国が定めた基準

に沿って地方公共団体が定めるとされています。 

 改正の内容ですが、満3歳児の職員配置基準を児童おおむね20人につ

き1人以上から児童15人につき1人以上へ、満4歳以上児の職員配置基準

を児童30人につき1人以上から児童25人につき1人以上へと改善する改正

が行われました。 

 次に、議案書を御覧ください。 

 表の左側が改正後です。いずれも国の基準の改正と同様に改正を行い

ます。 

 施行期日については、公布の日からとしております。 

 また、国の省令に併せて職員の配置状況に鑑み、保育の提供に支障を

及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正前の配置基準で職員配置を

行うことができる旨の経過措置を設けています。 

 なお、今回の条例改正の対象となる事業所は、現時点で安芸高田市内
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にはありません。 

 以上で説明を終わります。 

○山根委員長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

 金行委員。 

○金 行 委 員  ちょっと2点ぐらいお聞きします、一問一答で。 

我が市には今のところないと言われたんですけど、小規模事業所の 

Ｃ型を省くといって書いてありましたよね。Ｃ型とは、Ａ型とかＢ型と

かＣ型とかいうことでＣ型というんですが、省くというのはＣ型という

のは、その範囲のお子さんの範囲というのはあるんですか。まずお聞き

します。 

○山根委員長  ただいまの質疑に対し、答弁を求めます。 

 佐藤子育て支援課長。 

○佐藤子育て支援課長  Ａ型、Ｂ型、Ｃ型と3つの類型がございます。 

 Ｃ型といいますのは、小規模保育園の中でも最も家庭的、グループ的

に近い形態となっております。 

 職員は、必ずしも保育士の資格を所持していなければならないという

わけではございません。自治体が行う研修を修了した家庭的保育者と保

育士と同等の知識、技術、経験を有する方の勤務が認められております。

具体的には、ゼロから2歳児につきまして3人に対して1人と定められて

おるものがＣ型でございます。 

○山根委員長  金行委員。 

○金 行 委 員  Ｃ型というのは、お子さんには保護者がいらっしゃいますよね。保護

者が保護できないというんか、そういうことができない人に対してのカ

バーをする方の分をやるものがＣ型ということではないんですか。 

○山根委員長   答弁を求めます。 

 佐藤子育て支援課長。 

○佐藤子育て支援課長  保育所におきましても、保育の入所要件というのがございまして、

全てやはり保育に欠ける状況におありになられる方が入所の要件と保育

所はなっておりますので、同じ要件ではございますが違いがありますの

は先ほど申し上げましたように、園児の定員数であったり、保育に従事

する職員の数、必要な資格などが異なっておりまして、このＣ型という

一番小さい小規模なものが認められているというふうに認識しておりま

す。 

○山根委員長  よろしいですか。 

 金行委員。 

○金 行 委 員  2点目にお聞きします。 

 今回、説明書に書いてあるのは15人に1人になったということですが、

初め言われたように、30人が25人になったということで説明されました

よね。今ゼロ歳のもあって、1歳から2歳というのもあるんだと思うんで

すが、それは1人何人までできるんでしょうか。もう１点お聞きします。 

○山根委員長  答弁を求めます。 
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 佐藤子育て支援課長。 

○佐藤子育て支援課長  今回改正のありましたＡ型、Ｂ型を例にして申し上げますと、ゼロ

歳児につきましては3人に1人、1歳以上につきましては6人に1人となっ

ております。 

○山根委員長  よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○山根委員長   質疑なしと認め、これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

  〔討論なし〕 

○山根委員長   討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより議案第61号、安芸高田市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件を起立により採決い

たします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 

○山根委員長   起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で、議案第61号の審査を終了いたします。 

 ここで、説明員入替えのため、暫時休憩といたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前１０時０９分 休憩 

      午前１０時１０分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○山根委員長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 これより建設部に係る議案審査に入ります。 

 議案第62号、安芸高田市浄化槽整備施設管理条例の一部を改正する条

例の件を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 佐々木下水道課長。 

○佐々木下水道課長  それでは、説明資料を議案とともに御覧ください。 

 説明資料の1の改正の趣旨ですが、個人で設置した小型合併浄化槽の

管理を、市の管理に変更する移管制度を廃止するため、所要の改正を行

うものです。 

 2の改正の内容ですが、本案は、個人で設置した小型合併浄化槽の管

理を、市の管理に変更する移管制度を廃止し、これに伴う議案2ページ、

第3条第1項第3号及び4ページ、第28条の小型合併浄化槽の管理移行に関

する条文を削除し、その他条文の整理を行い所要の改正をするものです。 

 3の改正の経緯は、まず初めに、移管制度について簡単に説明をしま

す。 

 移管制度とは、個人が設置された合併処理浄化槽は個人で維持管理業

者と契約を結び管理を行うこととなりますが、移管制度により市に管理
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移行することで、市が維持管理を行い、使用者から下水道使用料を市に

収めていただくという制度です。 

 現在、移管されている合併処理浄化槽の大半は、安芸高田市に合併す

る以前に設置されたものが多く、設置後20年以上経過し、維持管理費・

修繕費の増大の要因となっているため移管制度の廃止を考えます。 

 説明資料の管理基数の推移を御覧ください。 

 2023年度末時点で市が管理する浄化槽約3,500基のうち、移管浄化槽

の修繕基数は約1,000基であり約1,050万円の修繕費がかかっており、

2023年度の修繕費全体の約43％を占めています。 

 4、今後の対応として廃止後の対応となりますが、個人で管理されて

いる合併浄化槽は、既に老朽化している物件が多く、先に説明させてい

ただいたとおり、管理移行を受けた場合、修繕費等の増加が懸念される

ため、市として公共浄化槽等整備推進事業により、浄化槽の入れ替えを

推進したいと考えます。 

 最後に5の施行期日については、施行日を2025年4月1日とし、猶予期

間6か月の間に広報・ホームページで啓発を行い周知したいと考えてい

ます。 

 以上で説明を終わります。 

○山根委員長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

 宍戸委員。 

○宍 戸 委 員  この浄化槽、現在もう既に市が管理しているものは返還するんですか、

それとも現状維持で行って、今度は市が推進する市の規格の浄化槽を設

置するように指導していくと、こういう状況ですか。 

○山根委員長  佐々木課長。 

○佐々木下水道課長  そのように考えております。 

○山根委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 山本委員。 

○山 本 委 員  合併浄化槽の設置助成金がありましたよね、今までは。これは今度は

どうなるんですか。助成金を出して、やっぱり個人で全部管理するよう

にするわけですか。 

○山根委員長  佐々木課長。 

○佐々木下水道課長  今、公共浄化槽等整備推進事業、これを推進しています。これはい

わゆる市が設置する浄化槽ということになります。 

 今、山本委員が言われましたのは、その設置型の浄化槽を行う前に、

安芸高田市がやっておった個人に対して補助金を出す。この個人設置型

浄化槽のことを恐らくおっしゃられるんだろうと思います。 

 この制度については、もう現在ありません。ですから、今後、設置型

で整備した浄化槽というのは全て市が管理を行います。その管理の内容

というのは、浄化槽法で定められておる清掃、それから年3回の法定保

守点検、それから法定検査、これは必須となっておりますので、それ以

外にも修繕等も含めて管理を市が行うものです。 
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 その管理に対して使用者から下水道使用料という形でもらうという形

になりますので、個人設置の浄化槽については、もう条例としてはあり

ません。 

 以上です。 

○山根委員長   よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○山根委員長   質疑なしと認め、これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

  〔討論なし〕 

○山根委員長   討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより、議案第62号、安芸高田市浄化槽整備施設管理条例の一部を

改正する条例の件を起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 

○山根委員長   起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で、議案第62号の審査を終了いたします。 

 ここで、説明員退席のため、暫時休憩といたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前１０時１７分 休憩 

      午前１０時１８分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○山根委員長   休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 続いて、その他の項に入ります。 

 閉会中の継続調査事項について現在、本委員会では所管事務調査を行

っておりませんので、閉会中の継続調査の申出は行わないことといたし

ます。 

 その他、皆様から何かございませんか。 

  〔発言なし〕 

○山根委員長  ないようでしたら、これでその他の項を終わります。 

 なお、本日の議案審査に係る委員会報告書の作成について、皆さんか

ら御意見等ありましたら発言を願います。 

  〔発言なし〕 

○山根委員長  それでは、委員会報告書の作成については、正副委員長に御一任い

ただきたいと思いますが、御異議ございませんか。 

  〔異議なし〕 

○山根委員長  異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

 以上で、本日の委員会の議事は全て終了いたしました。 

 これをもって第14回産業厚生常任委員会を閉会といたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前１０時１９分 閉会 


